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サービス利用の流れ
皆さんに必要なサービスを提供できるよう市町村と事業者がお手伝いします。流れは次のとおりです。

調 査３申 請２相 談１
現在の生活や障害の状況に
ついての調査が行われます。
公正を期すため、全国統一の
調査項目が定められ、コンピ
ュータで判定されます。

申請用紙に必要事項を
記入して、町に申請しま
す。

市町村または相談支援

事業者に相談します。

※１相談支援事業者
都道府県の指定を受けた事業所のことで、障害者
福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの
支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者
との連絡調整などを行います。

審査・判定４
調査結果をもとに、市町村
の審査会で審査・判定が行わ
れ、どれくらいのサービスが
必要な状態か（障害程度区分）
が決められます。

※２受給者証
サービスの支給が決まると交付されます。サービ
スの利用に必要な大切な情報が記載されています
ので大切に扱いましょう。

認定・通知５認定・通知６サービスの
利用

７
障害程度区分や介護する人
の状況、申請者の要望などに
よりサービスの支給量などが
決まり、通知され、受給者証
が交付されます。

サービスを利用する事業
者を選択して、サービス利
用に関する契約を結びます。

サービスの利用を開始し
ます。

▼問い合せ先＝健康福祉課 社会福祉係 ��９１２８
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